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概要

1. 平成21年度税制改正について

2. 社会保障財源のあり方

3. 中長期的な税財政のあり方

4. 財源確保法案について
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平成21年度税制改正について

目先の経済対策

抜本的税制改革の先取りとなる、外国子会社
からの配当の益金不算入制度導入

税制改革の「中期プログラム」

消費税を含む抜本的税制改革について、早
めにコミットして将来の道筋を示すことで、国
民の将来不安を払拭するが必要 → 目先
の家計消費を増やす要因に
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国民負担率（＝租税負担率＋社会保障負担率）
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社会保障財源としての消費税
社会保障の税財源として、消費税が重要
・所得課税は、社会保険料として今後増大予定
・勤労世代に過重な負担を求めない財源
・貯蓄率低下が懸念される中で、貯蓄の二重課税
を避けることができる

所得税は勤労世代を中心に負担集中

消費税は老若の世代を超えた負担共有

世界的には、所得課税よりも消費課税が主流に

（貯蓄や配当などの二重課税を回避できる）
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受益と負担の世代間格差

出典：内閣府『日本
経済2004』
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所得税、社会保険料と消費税の負担（１）
所得税年間納税額の分布（世帯主年齢階層別）

年齢階層内の構成比

資料：厚生労働省『国民生活基礎調査』２００６年

※「不詳」は除く
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所得税、社会保険料と消費税の負担（２）
社会保険料年間納付額の分布(世帯主年齢階層別)

年齢階層内の構成比

資料：厚生労働省『国民生活基礎調査』２００６年

※「不詳」は除く
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所得税、社会保険料と消費税の負担（３）
消費税年間支払額の分布（世帯主年齢階層別）

年齢階層内の構成比

資料：厚生労働省『国民生活基礎調査』２００６年

※カッコ内は、１ヶ月当たり消費支出額
「不詳」は除く
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所得税、社会保険料と消費税の負担（４）

高齢世代の半分強は、所得税納税ゼロ

高齢世代の約半分は、住民税納税ゼロ

世帯主が40～59歳の世帯は、２割前後が年
間100万円以上の社会保険料納付

世帯主が60歳以上の世帯は、２割強が年間
20万円以上の消費税支払
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所得税･社会保険料と消費税の性質

若年世代は、所得税、社会保険料負担が多い

高齢世代は、所得税をあまり支払わない

消費税は、若年世代と高齢世代の間で、支払
額の分布の差異が小さい

他方、社会保障の負担と給付について、世代
間格差が顕在

→ 世代間格差是正の観点では、消費税を用い
るのが適している
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所得課税と消費課税の役割分担

消費課税は効率性をより実現できるが、垂直的公
平性は実現しにくい税

所得課税（社会保険料を含む）は垂直的公平性を
実現できるが、効率性を阻害する恐れのある税

これらのバランスを考えれば、効率性を実現すべく
消費課税、垂直的公平性を実現すべく所得課税を
行うという役割分担が必要

消費課税で累進課税の実現を期待することは、そも
そも無理な話

所得課税と消費課税のどちらをどれだけ課税する
かは、必要な税収を確保するために、効率性と公平
性のどちらをどれだけ重視するかで判断する



2009/3/31 Copyright © Takero Doi. 13

消費税の社会保障財源化

社会保障財源の安定的確保の必要性

（消費課税は、景況による税収変動が小さい）

消費税率の積算根拠として、社会保障給付の国庫負
担額を想定（一般財源としての消費税）

増税分の消費税は、社会保障財源に充当

消費税収による社会保障財源の安定確保に寄与

それとともに、財政健全化も促進‥「一石二鳥」

→ 「消費税の社会保障財源化」
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「消費税の社会保障財源化」による
財政規律（将来像）
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法人税の表面税率(製造業)

出典：Devereux, M.P., Griffith, R., and Klemm, A. (2002) “Corporate 
income tax reforms and international tax competition,” Economic 
Policy vol.17 pp.450-495.
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法人税の帰着と国際間税率引下げ競争

我が国で法人税率を下げない状況で、諸外国で法人
税率が引き下げられた場合

外国で資本の税引後収益率上昇

→ 外国の生産における資本投入増

外国における労働の（限界）生産性・賃金増

我が国での資本の税引後収益率上昇（裁定）

→ 我が国における資本投入減

我が国における労働の（限界）生産性・賃金減

我が国で法人税率を下げないで、諸外国で法人税率
を下げた場合、我が国の労働所得にとって不利にな
る
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異時点間の課税政策

課税平準化政策…バロー・ハーバード大学

教授

現在から将来にかけて増減する政府支出を所与と
して、資源配分に歪みを与える租税が存在すると
き、異時点間の税率は、時間を通じて一定の税率
で課すのが、課税に伴う超過負担（資源配分の効
率性からのコスト）を最小化にできて望ましい。

課税による超過負担を抑制

→異時点間の資源配分を効率化

※課税に伴う超過負担（資源配分の効率性からのコス

ト）の大きさは、限界税率の２乗に比例する
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課税平準化政策（イメージ）
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財政投融資特別会計の金利変動準備
金のあるべき姿
準備金の活用は、特例的・臨時的な活用にとどめる
べき。基礎年金の国庫負担の財源確保は極めて重
要だから、現下の景況を踏まえれば、その財源確保
のための準備金の活用はやむを得ない
財政投融資特会は、一般会計からの繰り入れがで
きない独立採算となっているから、中長期的に債務
超過にならないように運営すべき
したがって、準備率を特会総資産の50/1000とする
のが理想であり、中期的にはそれに極力近づける
よう運営するべき
「埋蔵金」は、ストックの話であり、活用できても一回
限りの財源であることを忘れてはならない


